
 

【第 2報】 

ご面会の方へのご案内 
 

船橋市で新型コロナウイルス感染症発病者が、 

3月 1日に確認されました。 

それに伴い、当院の面会時間を制限します。 

面会は１名のみとし、1日 10分までと制限を 

させて頂きます。 

 

また、3月 9日（月）から面会時間は、 

8時 30分から 17時までとし、 

正面玄関は 17時 30分に施錠いたします。 

 

今後、更なる拡大も懸念されます。 

その場合には、面会を全て禁止とする可能性が 

ありますことをご了承ください。 

皆さんのご理解・ご協力をお願い致します。 

 

2020年 3月 3日 

 船橋市立リハビリテーション病院 

 院長 梅津博道  


